
船舶事故調査報告書 

平成３０年１１月２１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年４月１日 ０７時５５分ごろ 

発生場所 青森県八戸市八戸港 

 八戸港白銀
しろがね

西防波堤東灯台から真方位２１６°３５０ｍ付近 

 （概位 北緯４０°３２.１′ 東経１４１°３２.７′） 

事故の概要  作業船はやぶさ丸は、西進中、また、プレジャーボートAZUSA
ア ズ サ

は、

北北東進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成３０年４月５日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 作業船 はやぶさ丸、５トン未満（長さ９.９８ｍ） 

   ２１２－８５７６青森、有限会社八戸通船 

Ｂ プレジャーボート AZUSA、５トン未満（長さ７.１４ｍ） 

   ２３２－１３３６２青森、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船尾部外板に破口（全損） 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南南西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、八戸港第１区の船だまりを出

発して同船だまりの出入口にある八戸港蕪
かぶ

島防波堤灯台（以下「本件

灯台」という。）を右舷側に見て通過した。 

船長Ａは、本件灯台を通過した頃、左舷船首方の白銀ふ頭の陰から

Ｂ船が現れたのを認めたものの、いずれ右転して東進すると思い、そ

の後、Ｂ船の動向を確認しなかった。 

Ａ船は、八戸港を約１２ノット（kn）の速力（対地速力、以下同

じ。）で西進中、船長Ａが、左舷方から至近に迫るＢ船に気付いたも

のの、どうすることもできず、その船首部とＢ船の右舷船尾部とが衝

突した。 

船長Ａは、ふだん、小型船が出港する際にとるコースとして、白銀

ふ頭など港湾施設の前面水域を東進したのち左転し、東航路に向けて

北進していたので、本事故時、Ｂ船が右転せずに北北東進するとは思

わなかった。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、知人２人を乗せ、八戸港第２区

に所在する白銀ボートパークを出発し、白銀ふ頭（南北方向の長さが



約４００ｍ）を右舷側に見て約８knの速力で北進した。 

Ｂ船は、白銀ふ頭の前縁（東西方向）を通過し、針路を東航路に向

ける北北東とした際、船長Ｂが、船首方に他船を認めなかったので、

前路に他船はいないと思い、レーダー等の操作方法を確認していたと

ころ、右舷船首方の至近距離にＡ船を認めて左舵を取ったものの、Ａ

船と衝突した。 

Ｂ船は、Ａ船にえい
．．

航されて白銀ボートパークの西隣の船だまりに

到着した後、浸水して転覆した。 

 船長Ｂは、今年になって初めてＢ船を使用したので、本事故当時、

レーダー等の操作方法の確認を行っていた。 

分析 Ａ船は、八戸港において西進中、船長Ａが、白銀ふ頭の陰から現れ

たＢ船を認めたものの、いずれ右転して東進すると思い、Ｂ船に対す

る見張りを適切に行っていなかったことから、Ｂ船が衝突のおそれの

ある状態で接近していることに気付くのが遅れ、Ｂ船と衝突したもの

と考えられる。 

Ｂ船は、八戸港において、白銀ふ頭の前縁を通過して針路を北北東

とした際、船長Ｂが、船首方に他船を認めなかったので、前路に他船

はいないと思い、レーダー等の操作方法を確認していて見張りを適切

に行っていなかったことから、右舷方から接近するＡ船に気付かず、

Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、八戸港において、Ａ船が西進中、Ｂ船が北北東進中、船

長Ａ及び船長Ｂがいずれも見張りを適切に行っていなかったため、両

船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、他船の動きを思い込みで判断せず、継続して他船の動

向を把握するとともに、他の作業を極力控えるなど、常時適切な

見張りを行うこと。 

 


